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１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたし

ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19

号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該事象の発生年月日

2024年４月25日（取締役会決議日）

 

２．当該事象の内容

 （持分法適用関連会社であるSuido Kiko Middle East 社（以下、SKME社）業績の影響について）

（個別決算）

　当社持分法適用関連会社であるSKME 社におきまして、当社は前事業年度末（2023 年3 月期）までに同社への債務

保証の状況からSKME社の債務超過額に対して債務保証損失引当金を100％当社負担として計上しております。

　当社と現地パートナーは、契約済み工事の完成を目的として、出資比率に見合った資金支援を行うことを合意し、

2023 年度から段階的にSKME 社への貸付を実行しております。この実行に基づき、当事業年度（2024 年3 月期）に

おいて実行された現地パートナーの出資比率51％相当の資金支援を考慮した上で、当事業年度末（2024 年3 月期

末）時点におけるSKME 社の債務超過額に対する債務保証損失引当金を見積もった結果、営業外収益として債務保証

損失引当金戻入益6 億12 百万円を計上することとなりました。また、当社は、当事業年度（2024年3月期）において

出資比率である49％分の貸付を実行しており、併せて営業外費用として貸倒引当金繰入額６億45百万円を計上するこ

ととなりました。

（連結決算）

　2024 年3月期連結決算におきましては、個別決算で計上された債務保証損失引当金戻入益と貸倒引当金繰入額を相

殺の上、営業外費用として持分法による投資損失33 百万円を計上することとなりました。

 

３．当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　当該事象の発生により、2024年３月期において、連結決算で営業外費用として持分法による投資損失を計上し、個

別決算で営業外収益として債務保証損失引当金戻入益を、営業外費用として貸倒引当金繰入額を計上いたします。

〈個別〉

　債務保証損失引当金戻入益　６億12百万円

貸倒引当金繰入額　　　　　６億45百万円

〈連結〉

　持分法による投資損失　　　　　33百万円

 

以　上
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